
新潟市水道局職員の運転免許証取得助成要綱 

平成２９年３月２９日制定

平成２９年４月１日施行

令和元年５月１日改正

令和３年４月１日改正

 （目的） 

第１条 この要綱は，新潟市水道局職員の運転免許証取得助成に関する必要な事項を定め，運転

免許証の取得を行う職員に対して受講料等の助成を行うことにより，職員の運転免許証取得を

推奨し，職務遂行能力の向上に資することを目的とする。 

 （対象職員） 

第２条 この要綱において助成の対象となる職員は，新潟市水道局職員（会計年度任用職員，再

任用職員及び助成を申し込みする会計年度に退職する職員を除く）とする。 

 （助成の内容） 

第３条 この要綱において助成の対象となる運転免許証は，別表に定めるとおりとし，助成額は

その取得にかかる費用（取得のために必要とされる最低限の講習及び試験料等に係る費用）の

額を上限とし，予算の範囲内で助成する。 

 （助成の申し込み） 

第４条 助成を希望する職員は，所属長をとおして運転免許証取得助成申込書（別記様式第１号）

を新潟市水道事業管理者（以下「管理者」という。）あてに提出しなければならない。 

 （助成対象者の認定） 

第５条 管理者は，前条の助成申込書を審査の上，予算の範囲内で助成対象者を認定し，運転免

許証取得助成対象者認定（却下）通知書（別記様式第２号。以下「認定（却下）通知書」とい

う。）により速やかに所属長及び本人に通知しなければならない。この場合において，前条の

規定により申し込みした日の属する会計年度の末日までに当該職員が運転免許証を取得するこ



とができなかったときは，当該認定はその効力を失う。 

２ 管理者は，前条の助成申込書を審査の上，助成が適当と認められないときは，却下の決定を

し，認定（却下）通知書により速やかに所属長及び本人に通知しなければならない。 

 （助成金の交付申請） 

第６条 前条に定める助成対象者としての認定を受け，第３条に定める運転免許証を取得した職

員は，当該運転免許証を取得した会計年度内に，運転免許証取得助成金交付申請書（別記様式

第３号）に当該運転免許証の取得を明らかにした書類を添付して，管理者に提出しなければな

らない。 

 （助成金の決定） 

第７条 管理者は，前条の申請があったときは，前条の申請書を審査の上，助成金交付の可否を

決定し，運転免許証取得助成金交付（不交付）決定通知書（別記様式第４号）により速やかに

当該職員に通知するとともに，第３条に定める助成金を交付する。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，職員の運転免許証取得助成の実施に関し必要な事項は，

管理者が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，令和元年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 



別表（第３条関係） 

準中型運転免許証（普通運転免許証取得者が取得する場合及び準中型車は準中型車（５ｔ）に

限る免許の条件等を解除する場合に限る） 

中型運転免許証（ＡＴ車に限る免許の条件等を解除する場合に限る） 



第１号様式（第４条関係） 

  年  月  日 

（宛先） 

新潟市水道事業管理者 様 

所属長                 

運転免許証取得助成申込書  

 新潟市水道局職員の運転免許証取得助成要綱第４条の規定に基づき，下記のとおり申し込みま

す。 

記 

対象職員の職・氏名

取得を希望する運転免許証の種類

受講を予定している教習所等

※添付書類  現在所持している運転免許証の写し



第２号様式（第５条関係） 

  年  月  日 

（宛先） 

           様 

新潟市水道事業管理者 

水道局長         

運転免許証取得助成対象者認定（却下）通知書  

     年  月  日付けで申込のあった運転免許証取得助成については，新潟市水道局職

員の運転免許証取得助成要綱第５条の規定に基づき，下記のとおり助成対象者として認定（却下）

をしたので通知します。 

記 

対象職員の職・氏名

取得を希望する運転免許証の種類

受講を予定している教習所等

認定条件等

（却下の理由）

令和  年３月３１日までに上記運転免許証を取得の上，

同日までに運転免許証取得助成金交付申請書を提出するこ

と。



第３号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

（宛先） 

新潟市水道事業管理者 様 

申請者 所属 

    職・氏名            

運転免許証取得助成金交付申請書  

 新潟市水道局職員の運転免許証取得助成要綱第６条の規定に基づき，下記により助成金の交付

を申請します。 

記 

１ 運転免許証の名称

２ 運転免許証取得年月日

３ 申請額                 円 

４ 添付書類

  （１） 取得した運転免許証の写し

  （２） 取得にかかる費用（教習料等）の払込領収証原本等

※必ず，取得日の属する会計年度内に申請を行うこと。

※予算の範囲内で交付されるため，申請額の満額が交付されるものではないことに注意すること。



第４号様式（第７条関係） 

  年  月  日 

（宛先） 

           様 

新潟市水道事業管理者 

水道局長         

運転免許証取得助成金交付（不交付）決定通知書  

     年  月  日付けで交付申請のあった運転免許証取得助成金については，新潟市水

道局職員の運転免許証取得助成要綱第７条の規定に基づき，下記のとおり交付（不交付）の決定

をしたので通知します。 

記 

１ 取得した運転免許証の名称

２ 運転免許証取得年月日

３ 交付決定額（不交付の理由）           円 

４ その他


